
◇　地域医療体制確保加算（Ａ２５２）

（１）区分番号「Ａ１００」一般病棟入院基本料（地域一般入院基本料を除く。）、区分番号「Ａ１０２」結核

　　病棟入院基本料（７対１入院基本料及び10対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０３」精神病棟

　　入院基本料（10対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０４」特定機能病院入院基本料（７対１入院

　　基本料及び10対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０５」専門病院入院基本料（７対１入院基本料

　　及び10対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ３００」救命救急入院料、区分番号「Ａ３０１」特定集中

　　治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－２」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「Ａ３０１－３」脳卒

　　中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０２」

　　新生児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０３」総合周産期特定集中治療室管理料、区分番号

　　「Ａ３０３－２」新生児治療回復室入院医療管理料、区分番号「Ａ３０５」一類感染症患者入院医療管理料、

　　区分番号「Ａ３０７」小児入院医療管理料（小児入院医療管理料５を除く。）、区分番号「Ａ３１１」精神科

　　救急入院料又は区分番号「Ａ３１１－３」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟である。　

（ ）

（２）救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で ・年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送受け入れ患者数が

　　2,000件以上である。 （ ） 分かる書類

※　救急医療に係る実績は、１月から12月までの１年間における実績とし、当該要件及び他の要件を

　満たしている場合は、翌年の４月１日から翌々年の３月末日まで所定点数を算定できるものとする。

（３）病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備している。

（ ）

ア　病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の

　必要性等について提言するための責任者を配置している。

イ　病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握している。
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ウ　当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病 ・委員会又は会議の設置が分かる書類（議事録、設置要綱等）

　院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成している。また、当該委員会等は、 ・病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する計画

　当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催している。

エ　前記ウの計画は、現状の病院勤務医の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な

　取組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画と

　するとともに、定期的に評価し、見直しを行っている。

オ　前記ウの計画作成に当たり、次に掲げる項目を踏まえ検討した上で、必要な事項を記載している。

　・　医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容（例えば、初

　　診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導

　　など）

　・　勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施

　・　前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保（勤務間インターバル）

　・　予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮

　・　当直翌日の業務内容に対する配慮

　・　交替勤務制・複数主治医制の実施

　・　育児・介護休業法第23 条第１項、同条第３項又は同法第24 条の規定による措置を活用した

　　短時間正規雇用医師の活用

カ　病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示

　する等の方法で公開している。
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